
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  取得価額が不明の土地建物を譲渡した場合          

Ｑ：土地と建物を一括譲渡しますが、取得

費の内訳がわかりません。どのようにすれば 

いいのでしょうか？                                    

                                              

Ａ：次のような方法があります。 

【解説】 

土地建物の取得費が不明の場合は、次のよ

うな方法で取得費を算定します。 

 ①契約書に建物の消費税が記されているとき 

  一括購入した土地建物で、契約書に建物と

土地の価額が区分されているときは、その

価額(建物は償却費を控除)によりますが、

区分されていない場合で建物の消費税額が

わかるときは、その消費税額を基に建物の

価額を計算します。 

 ②概算取得費を使う 

  譲渡収入金額の５％を取得費とする方法が

認められています(概算取得費)。 

 ③建物の標準的な建築価額表を使う 

  国税庁作成の「譲渡所得のしかた」に記載

のある「建物の標準的な建築価額表」を使

って建物の建築年と構造から取得価額を求

め、そこから償却費を控除して建物の取得

費を求めます。 

 ④市街地価格指数を使う 

  一般財団法人日本不動産研究所が公表して

いる市街地価格指数を使って土地の取得費

を求めます。 
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